
 

 

報  告  第  １８  号  

 

 

令和５年度新居浜市継続費精算報告について  

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第２項の規定により、令和

５年度新居浜市一般会計継続費の精算を次のとおり報告する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 



       

 

 令 和 ５ 年 度  新 居 浜 市 一 般 会 計 継 続 費 精 算 報 告 書  

（単位:円）

国庫支出金

県

支

出

金

地方債 その他 国庫支出金

県

支

出

金

地方債 その他 国庫支出金

県

支

出

金

地方債 その他

4 20,100,000 - - - 20,100,000 - 15,451,122 - - - 15,451,122 - 4,648,878 - - - 4,648,878 -

5 18,100,000 - - - 18,100,000 - 18,199,537 - - - 18,199,537 - △ 99,537 - - - △ 99,537 -

計 38,200,000 - - - 38,200,000 - 33,650,659 - - - 33,650,659 - 4,549,341 - - - 4,549,341 -

一般財源

特　定　財　源特　定　財　源
款 項 事業名

全　　体　　計　　画

一般財源

年割額と
支出済額
の差　．

左　の　財　源　内　訳

実　　　　　　績

左　の　財　源　内　訳

支出済額

左　の　財　源　内　訳

比　　　　　　　較

年度 年割額

１０ 教育費
１ 教育総
　務費

新市民文化センター建
設準備事業費

一般財源

特　定　財　源



 

 

参照条文  

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）抜粋  

 

（継続費）  

第１４５条  （省  略）  

２  普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度（継続費に係る歳出予算の金額の

うち法第２２０条第３項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合に

は、その繰り越された年度）が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自

治法第２３３条第５項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。  

３  （省  略）  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（決算）  

第２３３条  （省  略）  

２～４  （省  略）  

５  普通地方公共団体の長は、第３項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつ

ては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令

で定める書類を併せて提出しなければならない。  

６、７  （省  略）  



 

 

報  告  第  １９  号  

 

 

令和５年度新居浜市公共下水道事業会計継続費精算報告について  

 

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第２項の規定によ

り、令和５年度新居浜市公共下水道事業会計継続費の精算を次のとおり報告する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 



    

令 和 ５ 年 度  新 居 浜 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 継 続 費 精 算 報 告 書  

 （単位:円）

国庫補助金 企　業　債
損 益 勘 定
留 保資 金等

国庫補助金 企　業　債
損 益 勘 定
留 保資 金等

国庫補助金 企　業　債
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

3 100,000,000 55,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 100,000,000 55,000,000 45,000,000 0

4 160,000,000 88,000,000 64,800,000 7,200,000 255,000,000 140,250,000 107,700,000 7,050,000 △ 95,000,000 △ 52,250,000 △ 42,900,000 150,000

5 245,000,000 134,750,000 99,200,000 11,050,000 250,000,000 137,500,000 101,300,000 11,200,000 △ 5,000,000 △ 2,750,000 △ 2,100,000 △ 150,000

計 505,000,000 277,750,000 209,000,000 18,250,000 505,000,000 277,750,000 209,000,000 18,250,000 0 0 0 0

下水処理場
改築事業
（その３）

１　資本
　的支出

１　建設
　改良費

款 項 事業名

全　　体　　計　　画 実　　　　　　績 比　　　　　　　較

年度 年割額

左の財源内訳
支払義務
発 生 額

左の財源内訳
年割額と支払義
務発生額の差

左の財源内訳



 

 

参照条文  

 

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）抜粋  

 

（継続費）  

第１８条の２  （省  略）  

２  管理者は、継続費に係る継続年度（継続費に係る支出予算の金額のうち法第２６条

第１項又は第２項の規定により繰り越したものがある場合には、その繰り越された年

度）が終了した場合においては、継続費精算報告書を作成し、法第３０条第１項の書

類と併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合において、地

方公共団体の長は、法第３０条第６項の書類の提出と併せて、これを議会に報告しな

ければならない。  

３  （省  略）  

 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）抜粋  

 

（決算）  

第３０条  （省  略）  

２～５  （省  略）  

６  地方公共団体の長は、第４項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、

第２項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政令で定める

その他の書類を併せて提出しなければならない。  

７～９  （省  略）  

 



 

 

報  告  第  ２０  号  

 

 

健全化判断比率の報告について  

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項

の規定により、令和５年度決算に基づく健全化判断比率を監査委員の意見を付けて、次

のとおり報告する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

（単位：％）  

実質赤字比率  連結実質赤字比率  実質公債費比率  将来負担比率  

        －  

（   １１．８８）  

        －  

（   １６．８８）  

２．７  

（     ２５．０）  

－  

（   ３５０．０）  

備考  

１  表中の括弧内の数値は、それぞれの早期健全化基準である。  

２  表中の実質赤字比率及び連結実質赤字比率の「－」の記号は、赤字がないこと

を表示している。  

３  表中の将来負担比率の「－」の記号は、将来負担額が充当可能財源等を下回っ

ていることを表示している。  

 

（以上の審査意見書  別冊）  



 

 

参照条文  

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）抜粋  

 

（健全化判断比率の公表等）  

第３条  地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実

質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判

断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審

査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健

全化判断比率を公表しなければならない。  

２～７  （省  略）  



 

 

報  告  第  ２１  号  

 

 

資金不足比率の報告について  

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１

項の規定により、令和５年度決算に基づく資金不足比率を監査委員の意見を付けて、次

のとおり報告する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

（単位：％）  

特別会計の名称  資金不足比率  経営健全化基準  

水道事業会計  －  

（２０．０）  

工業用水道事業会計  －  

公共下水道事業会計  －  

渡海船事業特別会計  －  

備考  表中の「－」の記号は、資金不足となっていないことを表示している。  

 

（以上の審査意見書  別冊）  



 

 

参照条文  

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）抜粋  

 

（資金不足比率の公表等）  

第２２条  公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の

決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報

告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。  

２、３  （省  略）  



 

 

認  定  第  １  号  

 

 

決算の認定について  

 

令和５年度決算を監査委員の意見を付けて、次のとおり認定に付する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  令和５年度新居浜市水道事業会計決算  

 

２  令和５年度新居浜市工業用水道事業会計決算  

 

３  令和５年度新居浜市公共下水道事業会計決算  

 

（以上の決算書及び審査意見書  別冊）  



 

 

参照条文  

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）抜粋  

 

（決算）  

第３０条  （省  略）  

２、３  （省  略）  

４  地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委

員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初に招

集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会において

は、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第６項に規

定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなければならな

い。  

５  （省  略）  

６  地方公共団体の長は、第４項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、

第２項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政令で定める

その他の書類を併せて提出しなければならない。  

７～９  （省  略）  

 



 

 

認  定  第  ２  号  

 

 

決算の認定について  

 

令和５年度決算を監査委員の意見を付けて、次のとおり認定に付する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  令和５年度新居浜市一般会計歳入歳出決算  

２  令和５年度新居浜市渡海船事業特別会計歳入歳出決算  

３  令和５年度新居浜市平尾墓園事業特別会計歳入歳出決算  

４  令和５年度新居浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  

５  令和５年度新居浜市介護保険事業特別会計歳入歳出決算  

６  令和５年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算  

 

（以上の決算書及び審査意見書  別冊）  



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（決算）  

第２３３条  （省  略）  

２  （省  略）  

３  普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委

員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならな

い。  

４  （省  略）  

５  普通地方公共団体の長は、第３項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつ

ては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令

で定める書類を併せて提出しなければならない。  

６、７  （省  略）  

 



 

 

議  案  第  ５９  号  

 

 

工事請負契約について  

 

工事請負契約を次のとおり締結する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  契 約 の 目 的  新居浜市庁舎大規模改修高圧受変電設備工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 金 額  ４億１，４３７万円  

４  契約の相手方  新居浜市江口町２番２６号  

株式会社ウエデン  

代表取締役  上  田  裕  幸  

５  工 事 期 間  契約の日から令和８年３月３１日まで  

 

提案理由  

新居浜市庁舎大規模改修高圧受変電設備工事の請負契約を締結するため、新居浜市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本

案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（抜  粋）  

 

（議会の議決に付すべき契約）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により議

会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５，０００万円以上の工事又

は製造の請負とする。  



 

 

新居浜市庁舎大規模改修高圧受変電設備工事  

 

１  工事場所  新居浜市一宮町一丁目５番１号  

２  工事概要  

（１）受変電設備  一式  

受変電設備の設置及び既設受変電設備の撤去  

（２）電力貯蔵設備  一式  

直流電源装置の設置  

（３）発電設備  一式  

発電機及び燃料貯留槽の設置  

（４）受変電設備管理棟幹線設備  一式  

電気ケーブルの敷設  

（５）空調換気設備  一式  

空調換気設備の設置  

（６）構内配電線路  一式  

本庁舎・受変電設備管理棟間の電気ケーブル配線路の構築  

 



新居浜市庁舎大規模改修高圧受変電設備工事 

 断面図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議  案  第  ６０  号  

 

 

愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務の変更及び規約の変更について  

 

愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務に、森林環境税に係る滞納処分及びこれ

に関連する事務並びに滞納処分の停止又は不能欠損処分をすることについての判定に係

る事務を加え、愛媛地方税滞納整理機構規約を次のとおり変更する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

愛媛地方税滞納整理機構規約の一部を改正する規約  

 

愛媛地方税滞納整理機構規約（平成１８年２月３日愛媛県指令１７市第１３７１号）

の一部を次のように改正する。  

第３条第１号中「されている地方税」の次に「並びに森林環境税及び森林環境譲与税

に関する法律（平成３１年法律第３号）第７条の規定により個人の市町村民税の均等割

及び個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている森林

環境税」を加える。  

附  則  

この規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。  

 

提案理由  

森林環境税の賦課徴収に伴い、森林環境税に係る滞納処分等を行うための愛媛地方税

滞納整理機構の共同処理する事務及び規約の変更に係る協議について、地方自治法第

２９０条の規定により議会の議決を求めるため、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（組織、事務及び規約の変更）  

第２８６条  一部事務組合は、これを組織する地方公共団体（以下この節において「構

成団体」という。）の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務

組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、

都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事

の許可を受けなければならない。ただし、第２８７条第１項第１号、第４号又は第７

号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限り

でない。  

２  （省  略）  

第２８６条の２～第２８９条  （省  略）  

（議会の議決を要する協議）  

第２９０条  第２８４条第２項、第２８６条（第２８６条の２第２項の規定によりその

例によることとされる場合（同項の規定による規約の変更が第２８７条第１項第２号

に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。）を含む。）及び前２条の協議につ

いては、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  



 

 

議  案  第  ６１  号  

 

 

愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の変更について  

 

愛媛県後期高齢者医療広域連合規約を次のとおり変更する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約  

 

愛媛県後期高齢者医療広域連合規 約（平成１９年２月１９日愛媛県指令１８市第

１２８３号）の一部を次のように改正する。  

第４条中「に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる」を「及び法に

基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者医療の事務

及びそれに付随する」に改め、同条ただし書及び各号を削る。  

第１７条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。  

別表第１を削り、別表第２を別表とする。  

附  則  

この規約は、令和６年１２月２日から施行する。  

 

提案理由  

高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正され、被保険者証が廃止されることに

伴う愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議について、地方自治法第２９１

条の１１の規定により議会の議決を求めるため、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（組織、事務及び規約の変更）  

第２９１条の３  広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理

する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団

体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他の

ものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第１項第

６号若しくは第９号に掲げる事項又は前条第１項若しくは第２項の規定により広域連

合が新たに事務を処理することとされた場合（変更された場合を含む。）における当

該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。  

２～８  （省  略）  

第２９１条の４～第２９１条の１０  （省  略）  

（議会の議決を要する協議）  

第２９１条の１１  第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、前条第１項

並びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協議については、関係地方公

共団体の議会の議決を経なければならない。  



 

 

議  案  第  ６２  号  

 

 

新居浜市支所設置条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市支所設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市支所設置条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市支所設置条例（昭和３５年条例第２４号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「次の支所を置く」を「支所を設置する」に改め、同条各号を削る。  

第３条を第４条とし、第２条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。  

（名称、位置及び所管区域）  

第２条  支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。  

名称  位置  所管区域  

新居浜市別子山支所  新居浜市別子山甲３４７番地の１  別子山地区  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（新居浜市公告式条例の一部改正）  

２  新居浜市公告式条例（昭和２５年条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

別表新居浜市川東支所掲示場の項及び新居浜市上部支所掲示場の項を削る。  

 

提案理由  



 

 

新居浜市川東支所及び新居浜市上部支所を令和７年３月３１日限り廃止するため、本

案を提出する。  



 

 

議  案  第  ６３  号  

 

 

新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市税賦課徴収条例（昭和２５年条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

第５１条第２項中「ものは、納期限前７日」を「者は、納期限」に改める。  

第７１条第２項、第８９条第２項、第９０条第２項及び第３項並びに第１３９条の３

第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

提案理由  

市民税、固定資産税、軽自動車税の種別割及び特別土地保有税の減免に係る申請の期

限を延長するため、本案を提出する。  



 

 

議  案  第  ６４  号  

 

 

新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の

一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の

一部を改正する条例  

 

新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例（平成３０年

条例第３６号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

提案理由  

固定資産税の特例措置の適用を受ける地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認

定の期限を延長するため、本案を提出する。  



 

 

議  案  第  ６５  号  

 

 

新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市国民健康保険条例（昭和３５年条例第９号）の一部を次のように改正する。  

第２６条中「第９項」を「第５項」に、「、若しくは」を「、又は」に、「場合又は

同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない

場合」を「場合」に改める。  

附  則  

この条例は、令和６年１２月２日から施行する。  

 

提案理由  

国民健康保険法の一部が改正され、被保険者証が廃止されることに伴い、罰則の規定

を改めるため、本案を提出する。  

























 

 

議  案  第  ６９  号  

 

 

工事請負契約について  

 

工事請負契約を次のとおり締結する。  

 

令和６年９月１２日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  契 約 の 目 的  黒島橋橋梁
りょう

更新工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 金 額  １億７，８９７万円  

４  契約の相手方  新居浜市上原三丁目６番２１号  

株式会社竹内組  

代表取締役  三  谷  修  一  

５  工 事 期 間  契約の日から令和７年３月３１日まで  

 

提案理由  

黒島橋橋梁更新工事の請負契約を締結するため、新居浜市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（抜  粋）  

 

（議会の議決に付すべき契約）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により議

会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５，０００万円以上の工事又

は製造の請負とする。  



 

黒島橋橋梁
りょう

更新工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工箇所 

新居浜市営

渡海船 

黒島待合所 

付近見取図 

黒島一丁目 

新居浜港 

（黒島地区） 

多喜浜六丁目 

新居浜港 

（東港地区） 



 

黒島橋橋梁
りょう

更新工事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

橋台工事（逆Ｔ式） Ｎ＝2基  

基礎杭打ち工事（場所打ち杭直径 1200㎜）Ｎ＝20本  

場所打ち杭 14.0m 

平面図 

側面図 

施工箇所 

14.5m 

4.0m 橋台 4.0m 

黒島一丁目 多喜浜六丁目 

工事概要 



 

 

報  告  第  ２２  号  

 

 

専決処分の報告について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

 

令和６年９月２０日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

損害賠償の額の決定について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○写  

処      分      書  

 

専  決  第  ８  号  

 

 

損害賠償の額の決定について  

 

相続人調査における事務の瑕疵による損害賠償の額を次のとおり決定する。  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分する。  

 

令和６年９月１２日  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  損害賠償の総額    ３２万３，２８２円  

 

２  損害賠償の相手方   別紙のとおり  

 

３  事件の概要  

市税滞納者に係る相続人調査結果により、令和６年３月２１日付けで相手方に滞納

市税承継事前通知書を送付したが、後日、調査結果の誤りが判明した。相手方は既に

相続放棄の準備を進めており、相続調査等に係る費用の負担を生じさせた。  



 

 

別  紙  

 氏    名  住          所  損害賠償の額  

１  （省  略）  （省  略）  １１万４５０円  

２  （省  略）  （省  略）  １１万１１０円  

３  （省  略）  （省  略）  ４万２ ,５００円  

４  （省  略）  （省  略）  ４万２ ,５００円  

５  （省  略）  （省  略）  １万７３８円  

６  （省  略）  （省  略）  ６ ,４５０円  

７  （省  略）  （省  略）  ５３４円  

 

 



 

 

議  案  第  ７０  号  

 

 

工事請負契約について  

 

工事請負契約を次のとおり締結する。  

 

令和６年９月２０日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  契 約 の 目 的  東雲陸上競技場改修工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 金 額  １億７，７４６万５，２００円  

４  契約の相手方  大阪府大阪市鶴見区横堤四丁目２４番８号  

株式会社運動施設  

代表取締役  佐々木  保  和  

５  工 事 期 間  契約の日から令和７年３月２８日まで  

 

提案理由  

東雲陸上競技場改修工事の請負契約を締結するため、新居浜市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（抜  粋）  

 

（議会の議決に付すべき契約）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により議

会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５，０００万円以上の工事又

は製造の請負とする。  
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東雲陸上競技場改修工事 

 

 

新居浜東高等学校 
東雲町二丁目 

東雲町三丁目 

付近見取図 施工箇所 

平形町 
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東雲陸上競技場改修工事 

 

 

 

 

 

 

 

平面図 

断面図 

ウレタン舗装 

ウレタン舗装（厚さ１３ｍｍ） ２，６７８㎡ 

ウレタン舗装（厚さ１８ｍｍ） １，１９７㎡ 

ウレタンオーバーレイ（厚さ３ｍｍ） ２８８㎡ 

洗浄・トップコート ２２４㎡ 

レーン・マーキング・標識タイル設置 一式 

円盤・ハンマー投げ囲いネット設置 １組 

工事概要 


